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「内部統制システム構築に関する基本方針」決定のお知らせ 

 

 

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、本日開催の取締役会において「内部統制システム構

築に関する基本方針」について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１ 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1)企業価値の向上と、社会の一員として信頼される企業となるため、法令・定款及び社会規範の遵

守を経営の根幹に置き、その行動指針として「アイレップ企業行動憲章」及び「アイレップ企業行

動規範」を定め、取締役及び使用人はこれに従い、職務の執行にあたるものとします。 

(2)代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、「コンプライアンス組

織・運営規程」に基づきコンプライアンス上の重要な問題を審議するとともに、コンプライアンス

体制の維持・向上を図り、取締役及び使用人への啓蒙・教育を行います。 

(3)法令・社会規範等の違反行為等の早期発見・是正を目的として、「内部通報制度」を設け、効果

的な運用を図ります。 

(4)代表取締役社長直轄の内部監査担当を置き、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等に

ついて定期的に監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び常勤監査役に報告します。 

 

２ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制 

取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、適切かつ確

実に保存及び管理を行います。 

 

３ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1)「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を整備し、取締役及び使用人の権限と責任を明確に定め

るとともに、これに基づくリスク管理体制を構築することにより、リスクの管理と軽減を図ります。 

(2)事業展開その他に係るリスクとして、事業・業界関連リスク・技術革新リスク・法的リスク・特

定取引先への依存リスク等を認識し、発生の回避に努めるとともに発生時の対応について定めます。 

(3)管理本部が全体のリスクの統括管理部門として、リスク情報を集約し、内部統制と一体化したリ

スク管理を推進します。また、重大な事態が生じた場合は、迅速な危機管理対策が実施できる体制

を整備します。 



 

 

４ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1)市場環境変化に対する迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入し、一定分野の業務を執

行する権限と責任を執行役員へ委譲します。 

(2)取締役会を原則毎月１回開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、執行

役員以下の職務執行の状況を監督します。 

(3)取締役及び執行役員で構成する経営会議を原則毎月２回開催し、業務執行上の重要課題について

報告・検討を行います。 

(4)取締役、執行役員及び使用人の業務分掌及び職務権限を社内規程で明確にし、適正かつ効率的に

職務が行われる体制を確保します。 

 

５ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

(1)「関係会社管理規程」に従い、当社子会社を管掌する取締役・執行役員を置き、子会社代表の業

務執行状況を監視・監督します。 

(2)子会社の経営活動上の重要な意思決定事項については、当社取締役会に報告し、承認を得て行う

こととします。 

(3)子会社代表は定期的に会社の運営状況について当社に報告するとともに、グループ間の情報共

有・意思疎通及びグループ経営方針の統一化を図ります。 

(4)当社の内部監査担当は、定期的に子会社の業務監査・コンプライアンス監査等を実施し、その結

果を代表取締役社長及び常勤監査役に報告します。 

 

６ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

監査役の職務を補助すべき使用人は、内部監査担当の使用人が兼務し、必要に応じて管理本部に所

属する者も職務の補助にあたるものとします。 

 

７ 監査役を補助する使用人の独立性に関する事項 

(1)監査役の職務を補助する使用人に関する人事異動・人事評価・処罰等については、監査役会の承

認を得るものとします。 

(2)監査役より監査業務に関する命令を受けた使用人は、その命令に反して、取締役の指揮命令を受

けないものとします。 

 

８ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

  取締役及び使用人は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に従い、各監査役の要請に応じて

必要な報告及び情報提供を行うとともに、次のような緊急事態が発生した場合には、遅滞なく報告す

るものとします。 

1)当社の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上・財務上の諸問題 

2)その他当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事象 

 

９ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(1)監査役と代表取締役社長及び他の取締役との間で、意見交換会を適宜に開催します。 

(2)内部監査担当は、監査役との間で、適宜に内部監査結果及び指摘・提言事項等についての協議及

び意見交換を行い、連携して監査にあたるものとします。 

(3)監査役及び内部監査担当は、会計監査人を交えての情報交換等の連携を図るものとします。 

 

以 上 


